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日本介護福祉士会
令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望

・ 現在の介護職は、他産業と比較して処遇やキャリア形成、社会的評価の面で十分な魅力があるとは言えず、
人材の確保・定着が困難な状況にある
・ 今後、高齢化の進展に伴い介護ニーズが増大する中で、介護人材を確保するとともに質の高い介護サービ

スを持続的に提供していくためには、介護職が専門職としてやりがいをもって働き続けることができる環境を
整備することが不可欠である

＝現状の制度的課題＝
・ 介護福祉士が制度上の職種として明確に位置づけられ
ていない
・ 介護福祉士資格に基づく役割が整理されていない
・ 職員配置基準において介護福祉士資格が十分に活用
されていない
・ キャリア形成の道筋が見えにくい

この状況を打開するためには、
①処遇改善を進めることはもとより、
②介護福祉士資格を活かした制度設計 を進めることが重要である

この結果、介護福祉士資格を取得しても
専門職としての将来像を描きにくく、介護
職の魅力向上につながりにくい構造と
なっている
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日本介護福祉士会
令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望

・ 養介護施設従事者等による虐待事案は増加傾向にあり、虐
待防止や身体拘束廃止を実効性あるものとする必要がある
・ これらを実効性あるものとするためには、介護現場において

倫理観及びコンプライアンス意識を備えた専門職が中心とな
り、組織的に取組を推進する体制を確保することが重要
・ 介護福祉士は、専門的知識・技術に加え、倫理観及びコンプ

ライアンス意識を基盤とする国家資格であり、介護職チーム
の中核的役割を担う専門職

次期介護報酬改定で実現すべき重点事項

１）虐待防止・身体拘束廃止を実現する体制の確保

（介護福祉士を中心としたリーダー配置）
各施設・事業所において
•虐待防止
•身体拘束廃止
•倫理・法令遵守の推進

を担う介護福祉士リーダーを配置する体制を制度上位
置づけ、その体制の確保を介護報酬上評価する仕組
みを設けること

令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する
支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果
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次期介護報酬改定で実現すべき重点事項

日本介護福祉士会
令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望

【併せて推進すべき取組】

地域社会全体の介護力を高める取組の推進も必要
（課題）
・ 介護（制度を含む）への理解促進
・ 家族介護への備え
・ 介護離職の防止

※ これらの取組について、地域医療介護総合確保基金の活用を
促進する等の対応も考えられる

・ 地域住民には
・介護サービス利用に関する相談
・家庭内介護への対応
・権利擁護
・災害時の介護支援
など、介護福祉に関する多様なニーズがある。

・ 一方で、地域社会には、退職等により現任ではない介護福祉士
が多数存在している

２）潜在介護福祉士が地域で活躍できる仕組みの構築

（総合事業等での活用）

介護予防・日常生活支援総合事業等を活用し、潜在介護
福祉士が地域の中で、これまで以上に専門性を発揮でき
る仕組みを構築すること
（期待される効果）
・地域住民の生活課題への対応力の向上
・地域包括ケアシステムの実効性向上
・介護福祉士資格を活かした社会参加の促進

・ 地域住民が基本的な介護知識・技術を学ぶ機会を
提供する

・ 介護と仕事の両立を支援する相談体制を整備する
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次期介護報酬改定で実現すべき重点事項

日本介護福祉士会
令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望

（補足）
・ 一般に、同一建物内でのサービス提供は移動時間が少なく、効
率的なサービス提供が可能であると考えられる
・ 一方、通常型の訪問介護は、地域で暮らす高齢者が住み慣れ
た自宅で生活を継続するために不可欠な基礎的社会資源であり、
特に中山間地域や人口減少地域を含め、どの地域においても継
続して提供される体制を確保することが重要である
・ しかしながら、前回の介護報酬改定では訪問介護の基本報酬
が引き下げられる改定が行われたこともあり、訪問介護事業所
の休止・廃止が多く見られるなど、地域におけるサービス提供体
制の維持が懸念される状況となっている
・ こうした状況を踏まえ、訪問介護の提供形態の違いを踏まえた
制度整理を行い、通常型訪問介護が地域で安定的に提供され
るよう、集合型との取扱いを整理した上で、通常型の訪問介護を
適正に評価する仕組みを検討する必要がある

・ 訪問介護は本来、利用者の居宅を個別に訪問し、生活状況や
ニーズに応じてサービスを提供することを基本とするものである
・ 一方、近年はサービス付き高齢者向け住宅等の同一建物内に

おいて複数の利用者にサービスを提供する、いわゆる集合型の
訪問介護が広がっている
・ これらの形態は、
・ サービス提供の方法
・ 移動時間の有無
・ 業務効率や職員配置の実態

 などにおいて大きく異なっている
・ しかしながら、現行制度では両者が同一の訪問介護の枠組み

の中で扱われているため、制度の趣旨や実態との関係で整理が
十分とは言えない

３）通常型訪問介護と集合型訪問介護の制度整理

（サービス提供形態の違いを踏まえた制度上の整理）

通常の訪問介護と集合型の訪問介護については、その提
供形態の違いを踏まえ、報酬体系や運用の在り方を区分
して整理することを求める

切り口が少し異なりますが
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日本介護福祉士会
令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望

層ごとに必要な人材の目標
数の設定

中長期的に検討を進めるべき事項

今後、介護人材政策を持続的に推進していくためには、以下のような取組を進めていくことが重要である

介護福祉士資格を基礎と
したキャリア制度の整備

介護福祉士が担う中核的
役割・機能の明確化

介護業界共通の生涯研修体系
の整備

・ 人材不足対策として、新規参
入の促進が中心に議論されて
いるが、介護サービスはチー
ムで提供されるものであり、中
核的役割を担う介護福祉士の
存在が不可欠である
・人材確保政策は、単に総数を
確保するのではなく、
・中核人材 
・実務人材 
・補助的役割を担う人材 

・といった層ごとに必要な人材
数を明確にしたうえで、政策的
に確保を図る仕組みとすべき
である

・ 介護現場における倫理観及
びコンプライアンス意識を担
保する観点から、介護福祉
士資格を基礎資格とした制
度設計を進めることが望まし
い
・ 現在、認知症介護実践研修
やユニットリーダー研修など、
加算要件となる制度に紐づく
研修においても、介護福祉
士資格が受講要件とはなっ
ていない
・ 国家資格としての介護福祉
士を活かした制度設計へと
見直すことが必要である

・ 介護福祉士には、多様な人
材を束ねながら質の高い介護
サービスを提供する中核的役
割が期待されているが、その
役割や機能が制度上十分に
整理されていない
・ 質の高い介護サービスの提
供及び制度の持続可能性を
確保するためには、介護福祉
士が担う中核的役割・機能を
明確化し、その役割を担う人
材を制度上位置づける必要が
ある
・ また、役割や責任に見合った
処遇の確保も重要である

・ 介護業界には、介護職のキャリア
を通じて体系的に学ぶことができる
共通の生涯研修体系が存在しない。
・ そのため、役割を担ううえで必要
な知識や経験が十分に担保されな
いまま業務を担うこととなり、バーン
アウトにつながる事例も少なくない
・ また、現在は法定研修のほか、職
能団体や事業者団体等が実施す
る多様な研修が存在するが、内容
の重複など非効率な面も見られる
・ このため、介護業界共通の生涯研
修体系を整備するとともに、学びの
履歴を可視化・記録できる仕組み
の構築が必要である
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日本介護福祉士会
令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望

補足資料
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日本介護福祉士会

・ 地域住民が生活の中で必要となる基本的なスキルとして、一定の介護知識・技術を習
得できる仕組みを社会全体で構築していく必要がある
・ 国民が「親の介護」に直面しても、介護離職に至らない体制を整えるため、「介護と仕事
の両立の困難さ」「介護負担の重さ」「制度利用のハードルの高さ」「介護保険制度の理
解不足」といった構造的課題への対応は喫緊の課題である。
・ いかなる形で介護と向き合うことになったとしても、だれもが、安心して日常生活を継続
できるよう、介護人材の確保とともに、こうした課題にも的確に対応していくべき
・ 全国の都道府県介護福祉士会では、都道府県の助成を受けるなどしながら、地域住民
を対象とした研修を提供するなどしており、そういった取組を全国的に広めていくことが
望まれる

都道府県会の実際の取組の紹介

地域社会全体の介護力を高める取組関係

令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望
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日本介護福祉士会

・ 人材不足対策として、新規参入の促進ばかりが取り上げられている印象がある
・ 介護サービスは、介護職のチームで提供するものであり、中核的な役割を担う介護福
祉士がいなければ、適切な介護を提供することはできない
・ 人材確保策は、介護現場を適切に機能させるために必要な人材として、どのような人
材をどれだけ確保するのかを定めたうえで、具体的な計画とすべき
・ そのためには、各地域において、どういった人材がどれだけ必要かを算定したうえで、
当該人材を確保するための対策を政策的に進める必要がある

介護職チーム

リーダー

実践者 実践者

初任者
実践者 初任者 初任者

実践者
新規参入だけに注力してもダメ

チームを適切に機能させるため
各層の必要人数を定め
具体的な計画が必要

層ごとに必要な人材の目標数の設定

令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望
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日本介護福祉士会

加算区分 要件（介護福祉士・勤続年数他）

加算Ⅰ
介護職員総数のうち、介護福祉士が 80％以上
 or 勤続10年以上の介護福祉士が 35％以上

加算Ⅱ 介護職員総数のうち、介護福祉士が 60％以上

加算Ⅲ

下記のいずれか
・介護福祉士が 50％以上
・常勤職員が75％以上
・勤続7年以上の介護職員が 30％以上

サービス提供体制強化加算（介護老人福祉施設）

サービス提供責任者の要件

介護福祉士（原則的に望ましい）
実務研修等修了者
旧：介護職員基礎研修修了者
旧：訪問介護員1級課程修了者

共生型訪問介護におけるサ責経
験者（障害福祉分野）等

・ 介護職チームの中核的な役割を担う介護福祉士の重要性が指摘されながら、例えば
介護保険制度上では、体制加算でしか報酬上の評価がない
・ また、中核的な役割を担う人材としての配置要件も薄く、例えばサービス提供責任者も、
介護福祉士資格が必須要件ではない
・ 認知症介護実践研修など、加算要件となっている制度に紐づく研修の仕組みがあるが、
当該研修も介護福祉士資格を受講要件とはしていない

※ 介護福祉士有資格者が、介護職員や訪問介護員の名称で従事するのではなく、介護
福祉士として従事し、介護福祉士としてキャリア形成できる仕組みを構築すべき

介護福祉士資格を基礎としたキャリア制度の整備

令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望
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日本介護福祉士会

・ 認定介護福祉士の仕組みは、平成１９年の社会福祉士及び介護福祉士法改正時の附
帯決議に端緒がある
・ 認定介護福祉士には、介護現場の統括リーダーの役割から、介護にまつわる地域課
題に向き合う知見を有する人材としての役割まで、幅広い活躍が期待される
・ これまでに約２２０名が認定介護福祉士として登録され、それぞれでの取組がなされて
いるものの、認定介護福祉士の制度上の位置づけの検討もなされていない状況にある
・ 認定介護福祉士の能力を有効に活用するためには、社会的な評価が欠かせず、制度
的な位置づけ等についての検討をお願いしたい

介護福祉士資格を基礎としたキャリア制度の整備（認定介護福祉士の活用）

令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望
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日本介護福祉士会

・ 介護職チームの中核的な役割を担う介護福祉士には、多様な人材を束ね、質の高い介
護を提供する役割が期待されているが、具体的な役割についての整理がなされていな
い
・ また、これらの整理がなされていないため、それぞれに必要とされるスキル等を身につ
けるための機会も保障されていない
・ 質の高い介護サービスの提供や持続可能性を担保するため、中核的な役割の整理と
あわせ、必要なスキル等を身につけるための研修の整備等を図るとともに、当該役割を
担う人材の配置を制度上位置づけ、役割や責任、負荷に見合った処遇を保障すべき

【想定される「中核的な役割を担う介護福祉士に求められる役割・機能（例）】
－ 介護福祉専門職としての倫理観・コンプライアンス意識
－ 高度な知識・技術を有する介護の実践力
－ チームマネジメント（スタッフの役割分担、連携促進、日々の業務調整）
－ リーダーシップ（チームの方向性を示す、模範となる、メンバーの動機づけを図る）
－ コミュニケーション・対人関係能力（スタッフ間の信頼構築）
－ 利用者毎の介護過程の展開（個別介護計画の作成・実施・評価のリード）
－ 多様な人材への指導・教育（未経験者や短時間労働者へのＯＪＴ・教育）
－ 労務管理・シフト調整（人員配置の最適化、働きやすい勤務体制の確保）
－ 生産性向上における業務改善マネジメント（業務効率化、ＩＣＴ導入） など

介護福祉士が担う中核的役割・機能の明確化

令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望
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日本介護福祉士会

・ 介護業界共通の介護人材の生涯研修体系がなく、役割を担ううえで必要とされる経験
値や学習が担保されないまま、その役割を課されることで、バーンアウトしてしまう例が
後を絶たない
・ 安心してキャリア形成できる道筋がないことが、人材定着や新規参入の阻害要因のひ
とつになっている
・ また、介護業界には、法定研修のほか、職能団体や事業者団体等による各種の研修
等があるが、それぞれの研修等の内容に重なりがあるなど、非効率がある
・ 介護業界共通の生涯研修体系を整備するとともに、学びの積み重ねの履歴の可視化
と記録が可能な仕組みを構築すべき

学習領域（共通）
介護福祉士養成課程

（参考：厚労省「養成施設カリキュラム等」）
認知症介護実践者研修

（厚労省「認知症介護研修ガイドライン」）
参考

認知症の理解
「認知症の理解」科目（45時間程度）で中核症状・
BPSD・疾患別特徴を学習

「認知症の基礎理解」で同様に症状理解、疾
患別対応を学習

中核症状・BPSD・疾患分類な
どが重複

認知症ケアの実践
「介護の基本」「介護過程」「生活支援技術」で基本
的対応（声かけ・環境整備・観察など）を習得

「認知症の人の介護における基本的態度・姿
勢」「日常生活支援の方法」等で同様に学習

声かけ・環境設定・関係づくり
など実践スキルなどが重複

倫理・人権擁護
「人間の尊厳と自立」「介護の基本」において、認知
症の人の権利擁護・尊厳保持を学ぶ

「認知症の人の尊厳の保持と自立支援」など
で同様の内容あり

倫理的態度の基礎形成など
が重複

研修等間の内容の重なり（例）

介護業界共通の生涯研修体系の整備

令和９年介護報酬改定に向けた、現場の状況を踏まえた要望
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